
   川崎市上下水道局経営戦略会議要綱 

（令和３年３月３０日２川上経企第２１０号） 

（設置） 

第１条 上下水道局における水道事業、工業用水道事業及び下水道事業（以下

「局事業」という。）の運営に関し、各部門における重要施策等について審

議、調整等を行うとともに、情報の共有化を図ることにより、局事業の一体

的かつ効率的運営を確保するため、上下水道局経営戦略会議（以下「経営戦

略会議」という。）を設置する。 

（構成） 

第２条 経営戦略会議は、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）、

担当理事、部長等（経営戦略・危機管理室長、総務部長、総務部担当部長（

財務担当）、サービス推進部長、水道部長、水管理センター所長、下水道部

長及び下水道部担当部長（下水道施設担当）をいう。以下同じ。）、経営戦

略・危機管理室の経営戦略・企画調整担当の担当課長及び庶務課長をもって

構成する。 

（開催） 

第３条 経営戦略会議は管理者が主宰し、定期的に又は必要に応じて開催する

ものとする。 

（付議事案） 

第４条 経営戦略会議に付議する事案は、次のとおりとする。 

（１）決定事項 

ア 各事業における重要な計画及び施策の基本方針に関すること。 

イ 新規の課題等の対応方針に関すること。 

ウ 組織、財政等に係る基本的事項 

エ その他管理者が特に必要と認める事項 



（２）報告事項 

ア 各事業における重要な計画、施策及び課題の進行管理に関すること。 

イ 各部・室相互の情報共有が必要な事項 

ウ その他管理者が特に必要と認める事項 

（付議の手続） 

第５条 部長等は、経営戦略会議に付議する事案があるときは、所定の期日ま

でに、当該事案にその趣旨及び資料を添え経営戦略・危機管理室長に提出す

るものとする。 

２ 担当理事及び経営戦略・危機管理室長は、管理者の指示に基づき、経営戦

略会議に事案を付議するときは、部長等に対し、当該事案にその趣旨及び資

料を添え提出するよう求めるものとする。 

３ 担当理事及び経営戦略・危機管理室長は、経営戦略会議に付議する事案が

あると認めるときは、部長等に対し、当該事案にその趣旨及び資料を添え提

出するよう求めることができる。 

４ 経営戦略・危機管理室長は、前３項の規定により事案の提出を受けたとき

は、必要に応じて事前の調整等を行い、当該事案を経営戦略会議に付議する

ものとする。 

（付議決定事項の処理） 

第６条 部長等は、付議決定事項のうち、必要と認めるものについては、速や

かに関係職員に示達しなければならない。 

 （関係職員の出席） 

第７条 管理者は、必要に応じて、関係職員を経営戦略会議に出席させること

ができる。 

（庶務） 

第８条 経営戦略会議の庶務は、経営戦略・危機管理室において処理する。 



   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（川崎市上下水道局経営会議要綱の廃止） 

２ 川崎市上下水道局経営会議要綱（平成２２年５月７日２２川上経第９０号

）は廃止する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


